
（販売費用の額等の受領〉  

第212粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供し   

た際には、法第44粂第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した   

費用の額（以下「販売費用の額」という。）の支払を受けるものとする。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げ   

る費用の額の支払を利用者から受けることができる。   

－ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う  

場合の交通費   

二 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用  

3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の笥割こ係るサービスの提供に   

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容   

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

（2）販売費用の額等の受領  

① 居宅基準第212粂第1項に規定する「販売費用の軌 とは、法第44粂第3   

項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額であり、その費   

用には、通常の事業の実施地域において特定福祉用具販売を行う場合の交通   

費等が含まれることとする。  

② 居宅基準第212粂第2項は、指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福   

祉用具販売の提供に関し、   

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う  

場合の交通費   

口 特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数以上の従業者が必要になる場  

合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用   

については、前項の費用のほかに、利用者から支払を受けることができるも   

のとし、介護保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあ   

いまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものであ   

る。  

③ 居宅基準第212粂第3項は、指定訪問介護に係る第20条第4項と同趣旨で   

あるため、第3の－（訪問介譜）の3の（10）の④を参照されたい。  

第3の－の3（10）より   

① 同条第4項は、指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の支払を受  

けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に  

関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたもので  

ある。  

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付）  

第213粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販  （3）保険給付の申請に必要となる書頬等の交付  

売費用の領の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を  

利用者に対して交付しなければならない。  

一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称  

二 販売した特定福祉用具の種月及び品目の名称及び販売費用の額その他必   

要と謎められる事項を記撤した証明喜  

三 領収書  

四 当該特定福祉用具のパンフレソトその他の当該特定福祉用具の概要  

居宅基準第213粂は、指定特定福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売  

に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、   

イ 当該指定特定福祉用具事業所の名称、提供した特定福祉用具の種目の名   

称、品目の名称及び販売費用の碩その他保険給付の申請のために必要と認  

められる事項を記徹した証明書   

口 領収書   

ハ 当該特定福祉用具販売のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要  

を利用者に対し、交付することとされている。  

（指定特定福祉用具販売の基本取扱方針）  

第198粂 指定特定福祉用具販売は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の   

防止並びに利用者を介護する者の負担軽減に資するよう、適切に行わなけれ   

ばならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有す   

る特定福祉用具を販売しなければならない。  

3 指定特定福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定福祉用具販売   

の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針）  

第214条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に   

掲げるところによるものとする。   

－－‡指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望  

及びその置かれている環境を踏まえ、特定福祉用臭が適切に選定され、か  

つ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、日録等  

の文答を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する  

情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。   

二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機  

能、安全性、衛生状態琴に閲し、点検を行う。  

（2）指定特定福祉用具販売の基本取扱方針   

居宅基準第198条第2項は、指定特定福祉用具販売においては、特定福祉用  

具が様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全性に十分留意するこ  

ととしたものである白  

（4）指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針  

① 居宅基準第214条は、指定特定福祉用具販売に係る福祉用具専門相談員の   

業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則とし   

てこれらの手続を自ら行う必要がある。  

② 第三号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調整、説明及び使用   

方法の指導について規定したものであるが、特に、腰掛け便座、特殊尿器等   

の使用に際し衛生面から注意が必要な福祉用具については、衛生管理の必要   

性等利用に際しての注意事項を十分説明するものとする。なお、同号の「福   

祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文畜」は、  
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当該特定福祉用具の製造事業者、指定特定福祉用具販売事業者等の作成した   

取扱説明書をいうものである。  

③ 第四号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場   

合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会誌の結果を踏まえ、介   

護支援専門員は、当該計画へ指定特定福祉用具販売の必要な理由の記載が必   

要となるため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通   

じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措   

置を吉青じなければならない。  

㊤ 第五号は、他の介護サービスが利用されないために居宅サービス計画が作   

成されていない場合、福祉用具専門相談員は、施行規則第71粂第1項第三号   

に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る特定福祉用臭が必要   

な理由が記載された書類が作成されているかを確認しなければならない。  

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応   

じて特定福祉用具の使用方捷、使用上の留意事項等を記徹した文書を利用   

者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該   

特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。  

四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、   

当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置   

を講じるものとする。  

五 居宅サービス計画が作成されていない場合は、施行規則第71粂第1項第   

三号に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る特定福祉用臭   

が必要な理由が記載された苔類が作成されていることを確認ナる。  

（利用者に関する市町村への通知）  

第26粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を受けてい   

る利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見慶付して   

その旨を市町村に通知しなければならない。   

一 正当な理由なしに指定特定福祉用具販売の利用に関する指示に従わない  

ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。   

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと  

き。  

（14）利用者に関する市町村への通知   

居宅基準第26粂は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び  

自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因とな  

った事故を生じさせるなどした者については、市町村が、括第22粂第1項に基  

づく既に支払った保険給付の徴収又は法第別条に基づく保険給付の制限を行う  

ことができることに鑑み、指定特定福祉用具販売事業者が、その利用者に閲し、  

保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記した  

ものである。  

（管理者の責務）  

第52粂 指定特定福祉用具販売事業所の管理者は、指定特定福祉用具販売事   

業所の従業者の管理及び指定特定福祉用具販売の利用の申込みに係る調整、   

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。  

（4）管理者の責務   

居宅基準第52粂は、指定特定福祉用具販売事業所の管理者の賛務を、指定特  

定福祉用具販売事業所の従業者の管理及び指定特定福祉用具販売の利用の申込  

2 指定特定福祉用具販売事業所の管理者は、当抜指定特定福祉用具販売事業  

所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす   

る。  

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、  

当該指定特定福祉用具販売事業所の従業者に基準の第13牽第4節の規定を遵守  

させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。  

（運営規程）  

第200粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ご   

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程－（以下この章   

において「運営規程」という．）を定めておかなければならない。   

一 事業の目的及び運営の方針   

二 従業者の職種、員数及び職務内容   

三 営業日及び営業時間   

四 指定特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び販売費用の辞その   

他の費用の額   

五 通常の事業の実施地域   

六 その他運営に関する重要事項  

（4）運営規程  

・居宅基準第200粂は、指定特定福祉用具販売の事業の適正な運営及び利用者  

に対する適切な指定特定福祉用具販売の提供を確保するため、同条第一号から  

第六号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定特定福祉用具販  

売事業所ごとに義務づけたものであるが、矧こ次の点に留意するものとする。  

① 指定特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び販売費用の額その他   

の費用の額（第四号）   

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、特定福祉用具の選定の援助、納   

品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。r販売費用の額」とし   

ては、指定特定福祉用具販売の販売費用の額を、「その他の費用の額」として   

は、居宅基準第212粂第3項により徴収が認められている費用の横並びに必   

要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであるが、個々   

の福祉用具の販売費用の額については、その額の設定の方式及び目録（居宅   

基準第204粂第2項に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれ   

ば足りるものとし、運営規程には必ずしも額自休の記載を要しないものであ   

ること。  

第3の一の3（17）より   

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類  

について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運  

営規程を一体的に作成することも差し支えない（この点については他のサービ  

ス種類についても同様とする。）。  
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伝）通常の事業の実施地域（第五号）  

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとするこ   

と。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの   

目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものでは   

ないものであること（以下、居宅基準第53粂第五号、第73粂第五号、第   

82粂第五号、第100粂第六号、第117条第六号及び第200粂第五号につい   

ても同趣旨。）。  

第3の十二の3 （6）より  

③ 準用される居宅基準第200粂については、次の点に留意するものとする。   

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及   

び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「販売費用の額」として   

は、法第掴粂第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用   

の額、「その他の費用の額」としては、居宅基準第212粂第3項により徴収   

が認められている費用の鋲並びに必要に応じてその他のサービスに係る費   

用の額を規定するものである。また、個々の特定福祉用具の販売費用の額   

等については、その額の設定の方式及び目録（居宅基準第216粂で準用す   

る第204条第2項に規程する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれ   

ば足りるものとし、運営規程には必ずしも額自体の記載を要しないもので   

あること。  

（勤務体制の確保等）  

第101粂 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に射し適切な指定特定福   

祉用具販売を提供できるよう、指定特定福祉用具販売事業所ごとに従業者の   

勤務の体制を定めておかなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具版元事業所ごとに、当   

該指定特定福祉用見取売事業所の従業者によって指定特定福祉用具販売を提   

供しなければならない。ただし、利用者のサービス利用に直接影響を及ぼさ  

（5）勤務体制の確保等   

居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定特定福祉用具販売の提供を  

確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次  

の点に留意するものとする。   

第3の－l－二の3 （6）より   

② 準用される居宅基準第101粂第1項及び第2項については、次の点に留  

意すること。  

イ 指定特定福祉用具販売車某所ごとに、福祉用具専門相談員の日々の勤   

務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にす   

ること。  

ロ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等につい   

ては、当該指定特定福祉用具販売事業所の従業者たる福祉用具専門相談   

員が行うべきであるが、特定福祉用具に係る運搬等の利用者のサービス   

の利用に直接影響を及ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以   

外の音叉は第3音に行わせることが認められるものとしたものであるこ   

と。  

ない業務については、この限りでない。  

（適切な研修の機会の確保）  

第201粂＿指定特定福祉用具販売事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向   

上のために、特定福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければなら   

ない。  

（5）適切な研修の機会の確保（居宅基準第201粂）   

特定福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を有するもの  

が開発されるとともに、要介護者の要望は多様であるため、福祉用具専門相談  

員は常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、選定の相談等を行うことが求  

められる。このため、指定特定福祉用具販売事業者は、福祉用具専門相談員に  

特定福祉用具の構造、使用方法等についての継続的な研修を定期的かつ計画的  

に受けさせなければならないこととしたものである。  

（福祉用具の取扱種目）  

第202条 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者の身体の状態の多様性、   

変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取   

り扱うようにしなければならない。  

（提示及び日録の傾え付け）  

第204粂 指定特定福祉用具販売事業者は、事業所の見やすい場所に、運営   

規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると謹められる重要  
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事項を提示しなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者の特定福祉用具の選択に資するた   

め、指定特定福祉用具販売事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名   

ごとの販売費用の額その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなけれ   

ばならない。  

（秘密保持等）  

第33粂 指定特定福祉用具販売事業所の従業者は、正当な理由がなく、その   

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、．当該指定特定福祉用具販売事業所の従業   

者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家   

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

3 指定特定福祉用具販売事業者は、．サービス担当者会議等において、利用者   

の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用い   

る場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならな   

い。  

（21）秘密保持等  

① 居宅基準第33粂第1項は、指定特定福祉用具販売事業所の従業者その他の   

従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけ   

たものである。  

② 同条第2項は、指定特定福祉用具販売事業者に対して、過去に当該指定特   

定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員その他の従業者であった者が、   

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要   

な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定特定福祉用具   

販売事業者は、当該指定特定福祉用具販売事業所の従業者その他の従業者が、   

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の   

雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ず   

ペきこととするものである。  

③ 同条第3項は、福祉用具専門相談員がサービス担当者会議等において、課   

額分析情報等を通じて利用者の有する問圏点や解決すべき課題等の個人情報   

を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指定特定   

福祉用具販売事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同   

意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提   

供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるも   

のである。  

（広告）  

第34粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具眼売事業所につ   

いて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであっては   

ならない。  

（居宅介護支援事業者に対する利用供与の禁止）  

第35粂 指卑特定福祉用具販売事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業   

者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの   

対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  

（22）居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止   

居宅基準第35粂は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定特定  

福祉用具販売事業者は、居宅介言草支援事業者又はその従業者に対し、利用者に  

対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その  

他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。  

（苦情処理）  

第36粂 指定特定福祉用具販売事業者は、提供した指定特定福祉用具販売に   

係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情   

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな   

い。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該   

苦情の内容等を記録しなければならない。  

3 指定特定福祉用具販売事業者は、提供した指定特定福祉用具販売に閲し、   

法第23粂の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の   

求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者から   

の苦情に関して市町村が行う調査に鼠カナるとともに、市町村から指導又は   

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ   

なければならない。  

4 指定特定福祉用具販売事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前   

項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。  

5 指定特定福祉用具販売事業者ほ、提供した指定紆定福祉用具販売に係る利   

用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33  

（23）苦情処理  

（か 居宅基準第36粂第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、   

苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために詫ずる   

措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容   

を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するととも   

に、事業所に提示すること等である。  

② 同条第2項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定特定福祉用具   

販売事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定特定   

福祉用具販売事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付   

日、その内容等を記録することを義務づけたものである。  

また、指定特定福祉用具販売事業者は、苦情がサービ スの質の向上を図る   

上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの   

質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。  

なお、居宅基準第215粂第2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、2   

年間保存しなければならない。  

（∋ 同条第3項は、介護保険法上、苦情処理に関する実務を行うことが位置付  
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けられている国民性康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁  

であlつ、かつ、保険者である市町村が、サ岬ビスに関する苦情に対応する必  

要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に、  

指定特定福祉用具販売事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行え  

ることを運営基準上、明確にしたものである。  

軍法律第192号）第45条第5項に規定する国民健康保険田仲連合会をいう。   

以下同じ。）が行う法第J76粂第1項第二号の調査に協力するとともに、国民   

健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該   

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

6 指定特定福祉用具販売事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあ   

った場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなけれ   

ばならない。  

（事故発生時の対応）  

第37粂 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具   

販売の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該   

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講   

じなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売辛夷者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ   

た処置について記録しなければならない。  

3 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の   

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ   

ればならない。  

（24）事故発生時の対応   

居宅基準第37粂は、利用者が安心して指定特定福祉用具販売の提供を受けら  

れるよう事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定特定福祉用具  

販売事莫者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により事故が発生  

した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事  

業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、  

当眩事故の状況及び事故に際して採った処置についで記録しなければならない  

こととしたものである。   

また、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により賠償すべき事故が  

発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたもの  

である。   

なお、基準第215条第2項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採  

った処置についての記録は、2年間保存しなければならない。   

このほか、以下の点に留意するものとする。  

（》 利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により事故が発生した場合の   

対応方掛こついては、あらかじめ指定特定福祉用具販売事業者が定めておく   

ことが望ましいこと。  

（塾 指定特定福祉用具販売事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を   

行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償贋力を有することが望   

ましいこと。  

③ 指定特定福祉用具販売等葉音は、事故が生じた際にはその原因を解明し、   

再発生を防ぐための対策を講じること。  

（会計の区分）  

第38粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごと   

に経理を区分するとともに、指定特定福祉用具販売の事業の会計とその他の   

事業の会計を区分しなければならない。  

（25）会計の区分   

居宅基準第38粂は、指定特定福祉用具販売事業者は、指定時定福祉用臭腺売  

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定特定福祉用具販売の事業の会計と  

その他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体  

的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであること。  

（記録の整備）  

第215粂 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に   

関する諸記録を整備しておかなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の   

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存   

しなければならない。   

一 第211粂に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録   

二 次粂において準用する第26粂に規定する市町村への通知に係る記録   

三 次粂において準用する第36粂第2項に規定する苦情の内容等の記録   

四 次粂において準用する第37粂第2項に規定する事故の状況及び事故に際  

して採った処置についての記録  

（準用）  

第216粂 第8粂から第14集まで、第16粂から第18粂まで、第26粂、第   

31粂、第33粂から第38集まで、第52粂、第101粂第l項及び第2項、第  

198粂、第200粂から第202粂まで並びに第204粂の規定は、指定特定福祉用  

（5）記録の整備   

居宅基準第215粂により、整備すべき記録は以下のとおりであること。   

イ 提供した個々の指定特定福祉用具販売に関する記録   

ハ 準用される居宅基準第26粂に係る市町村への通知に係る記録   

二 準用される居宅基準第36粂第2項に係る苦情の内容等の記録   

ホ 準用される居宅基準第37条第2項に係る事故の状況及び事故に際して採  

った処置についての記録  

（6）準用   

居宅基準第2】6粂の規定により、居宅基準第8条から第王4粂まで、第16粂  

から第18集まで、第26粂、第31条、第33灸から第38灸まで、第52粂、第  
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具販売の事業について準用する。この場合において、第8条中「第29粂」と  

あるのは「第216粂において準用する第200粂」と、r訪問介護員等」とある  

のは「福祉用具専門相談員」と、第10粂中「以下同じ。）」とあるのは「以■F  

同じJ、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第14粂第2項中「適切な指軌  

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第18粂中「訪問介護員等」とあるの  

はー従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第101  

粂第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第198粂中噸祉用具」  

とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第200粂中  

「利用料」とあるのは「販売費用の軌と、第201条及び第202条中悔祉  

用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。  

101粂第1項及び第2項、第198粂、第200粂から第202粂まで並びに第204粂  

の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用されるため、第3の－（訪  

問介護）の3の（l）から（5）まで、（7）及び（8）、（14）、（20）から（25）まで、第3  

の二（訪問入浴介護）の3の（4）、第3の六（適所介護）の3の（5）、第3の十  

一一（福祉用具貸与）の3の（2〉、（4）及び（5）を参照されたい。   

この場合・において、次の点に留意するものとする．  

① 居宅基準第10粂中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定   

福祉用具の種目」と、第14粂第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相   

談又は助言」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」   

と、第101粂第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第198粂中   

「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、   

第200粂中「利用料」とあるのは「販売費用の毎」と、第201粂及び第202   

粂中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えられるものである   

こと。  

② 準用される居宅基準第101条第1項及び第2エ引こついては、次の点に留意   

すること。   

イ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日々の勤務  

時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にするこ  

と。   

ロ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等について  

は、当該指定特定福祉用具販売事業所の従業者たる福祉用具専門相談員が  

行うべきであるが、特定福祉用具に係る運搬等の利用者のサービスの利用  

に直接影響を及ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外の音叉  

は第3者に行わせることが認められるものとしたものであること。  

③ 準用される居宅基準第200条については、次の点に留意するものとする。   

「指定特定福祉用具版元の提供方法」は、福祉用具の選定の援臥納品及び   

使用方法の指導の方法等を指すものであること。r販売費用の額」としては、   

法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額、  

「その他の費用の額」としては、居宅基準第21Z粂第3項により徴収が認め  

られている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を  

規定するものである。また、個々の特定福祉用具の販売費用の額等について  

は、その額の設定の方式及び目録（居宅基準第216粂で準用する第204条第2  

項に規定する目録をいう。）に記録されている旨を記載すれば足りるものと  

し、運営規程には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。  
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指定介護予防サ】ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ  

ービス等に係る介誰予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年  

3月14日・厚生労働省令第35号）（抜粋）   

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平  

成11年9月17日・老企第25号）（抜粋）  

第十二孝 介預予防福祉用具貸与  

第1節 基本方針  

第265条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指   

定介護予防福祉用具貸与Jという。）の事業は、その利用者が可能な限りその   

居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の   

状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具（法第8   

粂の2第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう－以下この   

章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与す   

ることにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければなら   

ない。  

第2節 人員に関する基準  

（福祉用具専門相談員の員数）  

第266粂 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介餞予防   

橿祉用具貸与事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下r指定介護予   

防福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相淡員（令第   

3粂の2第l項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、   

常勤換算方法で、2以上とする。  

2 指定介津予防福祉用具貸与事英者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せ   

て受ける場合であって、当該指貫引こ係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の   

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次   

の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づ   

く人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして  

第4 介誰予防サービス  

十一 介篠予防福祉用具貸与   

いるものとみなすことができる。   

一 指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準第194粂第1項に規  

定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス等  

基準第ユ94粂第ユ項   

二 指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サーービス等基準第208粂第1項  

に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サ  

ービス等基準第208粂第l項   

三 指定特定介吾空予防福祉用具販売車業者 第282粂第1項  

（管理者）  

男267粂 指定介淳予防福祉用具貸与事業者は、指定介淳予防福祉用具貸与   

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな   

い。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、   

当該指定介淳予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内   

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。  

第3節 設備に関する基準  

第268粂 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒の   

ために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画   

を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び   

備品等を備えなければならない。ただし、第273条第3項の規定に基づき福   

祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の   

保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとす 

る。  

2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。   

一 宿祉用具の保管のために必要な設備  

イ 消潔であること。  

ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区  
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分することが可能であること。   

二 福祉用具の消毒のために必要な器材  

当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材   

質からみて適切な消毒効果を有するものであること。  

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せ   

て受け、かつ、措定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定   

居宅サ】ビス等基準第193粂に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）   

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、   

指定居宅サービス等基準第196条第1項及び第2項に規定する設備に関する   

基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみ   

なすことができる。  

第4節 運営に関する基準  

（利用料等の受領）  

第269粂 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受筒サービスに該   

当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料   

の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用   

基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サー   

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。  

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない   

指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用   

料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額と   

の問に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。  

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次   

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。   

一 連常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を  

行う場合の交通費   

二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用  

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提   

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの   

内容及び賢用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者   

から利用料又はその一部の支払いがなく、その後の請求にもかかわらず、正   

当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る   

福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を   

中止することができる。  

（運営規程）  

第270条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与   

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定   

めておかなければならない。   

一 事業の目的及び運営の方針  

二  

三  

四   

の費用の額   

五 通常の事業の実施地域   

六 その他運営に関する重要事項  

（適切な研修の機会の確保）  

第271粂 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質   

の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければなら   

ない。  

（福祉用具の取扱種目）  

第272粂 指定介言草予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様  

41   



性、変化等に対応することができるよう、できろ関り多くの種類の福祉用具   

を取り扱うようにしなければならないu  

（衛生管理等）  

第273粂 指定介績予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健   

康状億について、必要な管理を行わなければならない。  

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材   

質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するととも   

に、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分   

して保管しなければならない。  

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具   

の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場   

合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の  内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなけれ   

ばならない。  

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又   

は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の   

業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければなら   

ない。  

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛   

生的な管理に努めなければならない。  

（提示及び目録の備え付け）  

第274粂 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、   

第270粂に規定する重要事項に関する規‡呈の概要その他の利用申込者のサー   

ビスの選択に資すると認められる重要事項を提示しなければならない。  

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するた   

め、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び   

品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければ   

ならない。  

（記録の整備）  

第275粂 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会   

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用   

具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2   

年間保存しなければならない。   

一 次粂において準用する第19粂第2項に規定する提供した具体的なサービ  

スの内容等の吉己録   

二 第273条第4項に規定する結果等の記録   

三 次粂において準用する第23粂に規定する市町村への通知に係る記録   

四 次条において準用する第34粂第2項に規定する苦情の内容等の記録   

五 択粂において準用する第35粂第2項に規定する事故の状況及び事故に際  

して採った処置についての記録  

（準用）  

第276粂 第8粂から第19粂まで、第21粂、第23粂、第31粂から第36■粂   

まで、第52条並びに第102粂第1項及び第2項の規定は、指定介護予防福祉   

用具貸与の事業について準用する。この場合において、第8条中ー第26粂」   

とあるのは「第270粂Jと、r訪問介護貝等」とあるのは「福．祉用具専門相談   

員」と、第10粂中 r以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用   

具の種目」と、第14粂第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は   

助言」と、第18粂中「訪問介喪具等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問   

時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第19集中 r提供日及び内容」とあ   

るのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第21粂中「内容」   

とあるのは「種目、品名」と、第102粂第2項中「処遇」とあるのは「サー  
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ビス利用」と読み替えるものとする。  

第5節 介諸子防のための効果的な支援の方法に関する基準  

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針）  

第277粂 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、   

その日標を設定し、計画的に行わなければならない。  

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉   

用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に   

当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営   

むことができるよう支援すること・を目的とするものであることを常に意識し   

てサービスの提供に当たらなけれはならない。  

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活   

用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならな   

い。  

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）  

第278条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、   

第265粂に規程する基本方針及び前条に規定する基本方針に基づき、次に掲   

げろところによるものとする。   

一 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医  

師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、   

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活  

全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用  

されるよう専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示  

して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の   

福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。   

二 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを  

（り 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針   

予防基準第277条にいう指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針について、  

特に留意すべきところは、次のとおりである。  

① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、山人ひとりの高齢者ができる   

限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援   

することを目的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。  

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサー   

ビス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの   

依存を生み出している場合があるとの指輪を踏まえ、「利用者の自立の可能性   

を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻   

害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。  

（2）指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針  

① 第一号及び第二号は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、福祉   

用具専門相談員が主治の医師等からの情報伝達及びサービス担当者会議等を   

通じ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本とし   

て、福祉用具を適切に選定し、個々の福祉用具の貸与について利用者に対し、   

説明及び同意を得る手続きを規定したものである。   

旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理   

解しやすいように説明を行うものとする。  

三 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機   

能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。  

四 指定介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては、利用者の身体の状況等   

に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用   

上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な   

説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させ   

ながら使用方法の指導を行うも乃とする。  

五 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等   

に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方   

法の指導、修理等を行うものとする。  

六 介護予防サービス計画に指定介護予防福祉用具貸与が位置づけられる場   

合には、当該計画に指定介護予防福祉用具貸与が必要な理由が記載される   

とともに、当該利用者に係る担当職員（指定介護予防支援等基準第2粂に   

規定する担当職員をいう。）により、少なくとも6月に1回その必要性が検   

討された上で、継続が必要な場合にはその理由が介護予防サービス計画に   

記載されるように必要な措置を講じるものとする。  

② 第四号は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっての調整、説明及び   

使用方法の指導について規定したものである。同号の「福祉用具の使用方法、   

使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該福祉用具の製   

造事業者、指定介護予防福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいう   

ものである。  

③ 第五号は、福祉用具の修理については、専門的な技術を有する者に行わせ   

ても差し支えないが、この場合にあっても、専門相談員が責任をもって修理   

後の点検を行うものとする。  

④ 第六号は、介護予防サービス計画に指定介護予防福祉用具貸与が位置づけ   

られる場合、主治の医師等からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を   

踏まえ、指定介護予防支援等基準第2粂に規定する担当職員（以下④におい   

て「担当職員」という。）は、当該計画へ指定介護予防福祉用具貸与の必要な   

理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担   

当者会議等を通じて、噂j用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」   

ことを基本として、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う   

等の必要な措置を講じなければならない。  

また、少なくとも6月に1回、担当職員は、同様の手続きにより、その必   

要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及びその置かれてい   

る環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が必要となるため、福祉用   

具専門相談員は、サービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定の   

ための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。  

第6節 基準該当介諸子肪サービスに関する基準  

（福祉用具専門相談員の員数）  
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第279条 基準該当介護了・防サービスに該当する介護予防福祉用具倍与又は   

これに相当するサービス（以下「長準該当介護予防福祉用具貸与」という。）   

の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以■f＝「基準該当介護予防福祉用   

具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤   

換算方放で、2以上とする。  

2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準吉亥当福祉用具貸与（指定居宅   

サービス等基準第205粂の2第1項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。   

以下同じ。）の事菓とが、同一－の事業者により同一の事業所において一体的に t   

運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たす   

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ   

る。  

（準用）  

第280粂 第8粂から第14粂まで、第16粂から第19粂まで、第21粂、第   

23粂、第31条から第33粂まで、第3づ粂（第5項及び第6項を除く．）、第   

35粂、第36粂、第52粂並びに第102粂第l項及び第2項並びに第l節、革   

2節（第266条を除く。）、第3節、第4節（第269粂第l項及び第276灸を除   

く。）及び前節の規定は、基準該当介増子防福祉用具貸与の事業に準用する。   

この場合において、第8粂中「第26粂」とあるのは「第280灸において準用   

する第270粂」と、「訪問介津具等」とあるのはr福祉用具専門相談員Jと、   

第10粂中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」   

と、第14免第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、   

第18粂中「訪問介鵠員等」とあるのは「従業者．】と、第19集中「提供日及   

び内容、当該指定介護予防訪問介護について法第53粂第4項の規定により利   

用者に代わって支払を受ける介律子防サービス費の額Jとあるのは「提供の   

開始日及び終丁日、種目、品名」と、第2】粂中 r法定代理受領サービスに該   

当しない指定介護予防訪開介悪弊」とあるのは「基準該当介淳子防福祉用具貸   

与」と、第102条第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第269  

粂第2項中「蛙定代理受領サービスに眩当しない指定介淳子防福祉用具貸与J  

とあるのは r基準該当介渚予防福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」  

とあるのは「前項」と読み替えるものとする。  

第十三章 特定介護予防福祉用具販売  

第2節 基本方針  

第2∈‡1粂 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以   

下「指定特定介津予防措祉用具販売」という．）の事業は、その利用者が可能   

な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用   

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護   

予防福祉用具（法第8粂の2第ユ3項の規定により厚生労働大臣が定める特定   

介護予防福祉用具をいう。以下ごの章において同じ。）の選定の援助、取付け、   

調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身   

機能の維持回復を図り、もって、利用者の生活機能の維持又は向上を目指す   

ものでなければならない。  

第2節 人員に関する基準  

（福祉用具専門相談員の員数）  

第282粂 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定   

介護予防福祉用具販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指   

定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門   

相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。  

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が 次の各号に掲げる事業者の指定を   

併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用   

具販売の事業とが同一の事業所において仙体的に運営されている場合につい  

十二 特定介護予防福祉用具版売  
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ては、次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる規定   

に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満   

たしているものとみなすことができる。   

一 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準第194条第1項   

二 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準第208粂第1項   

三 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第266条第王項  

（管理者）  

第283粂 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉   

用具販売事業所ごとに専らその晴務に従事する常勤の管理者を置かなければ   

ならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がな   

い場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、   

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるも   

のとする。  

第3節 設備に関する基準  

第284粂 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うため   

に必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に   

必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。  

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福凝用具販売事業者の指   

定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福   

祉用具販売の事業とが同一一の事業所において一体的に運営されている場合に   

っいては、指定居宅サービス等基準第210粂第1項に規定する設備に関する   

基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみな   

すことができる。  

第4節 運営に関する基準  

（サービスの提供の記録）  

第285粂 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉   

用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する   

とともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方   

法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。  

（販売費用の額等の受領）  

第286粂 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉   

用具販売を提供した際には、法界56条第3項に規定する現に当該特定介護予   

防福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。  

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、   

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。   

一 遇常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販  

売を行う場合の交通費   

二 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要  

する費用  

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービス   

の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ   

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

（保険給付の申請に必要となる書玩等の交付）  

第287粂 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉   

用具販売に係る販売費用の額（以下「販売費の額」という。）の支払を受けた   

場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなけ   

ればならない。   

－ 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称   

二 販売した特定介護予防福祉用其の種目及び品目の名称及び販売費用の額  

その他必要と認められる事項を記載した証明書   

三 領収書  
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